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全国農産物直売ネットワーク（直売ネット） 会 則 
 

（名称）第１条  本会は、全国農産物直売ネットワーク（以下、「直売ネット」という）と称する。 

（目的）第２条  全国の農産物直売所間の連携により総合的な課題解決や情報発信を進め、直売活動の継続的な発展に

寄与する。 

（活動）第３条  農産物直売活動の発展に役立つ次の活動を行うこととする。 

１ 全国農産物直売所サミットの開催（東・西会場・年 1回） 

２ 全国農産物直売所だよりの発行（年４回） 

３ 消費者向けの全国農産物直売所ガイドブックの作成  

４ 農産物直売所実態調査の実施  

５ 農産物直売所の情報発信（ホームページの開設、プレスリリース）  

６ 農産物直売所経営講習会の開催（リーダー研修、経営スクール等）  

７ 先進地視察会、現地研修会の実施   

８ 各種報告書の作成（直売所データブック、サミット報告書等） 

９ その他、ネットワーク会員が企画した活動等 

（会員）第４条  本会の趣旨に賛同する全国の農産物直売所、個人、法人などを会員とする。 

Ａ 直売所会員（農産物直売所）          年会費１５，０００円 

Ｂ 個人会員（生産者個人、消費者、有識者等） 年会費 ５，０００円 

Ｃ 法人会員（直売組織以外の法人・団体等）  年会費５０，０００円 

（役員）第５条  本会活動の円滑な推進に向けて、次の役員を置く。 

代 表 １名  副代表 ２名  理 事 １０名以内  監 事 ２名 

（任期）第６条  役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。代表、副代表は理事の互選により選出する。理事・監事

は代表・副代表と協議の上、当会員の中から事務局が選出する。 

（任務）第７条  役員の任務は次の通りとする。 

（１）代表は、本会を代表し、その運営を総括する。 

（２）副代表は、代表を補佐し、代表が欠ける時はその任務を代行する。 

（３）理事は、代表、副代表とともに役員会を組織し、会務を執行する。 

（４）監事は、本会の会計を監査する。 

（５）役員報酬は支払わないものとする。 

（役員会）第８条  役員会は代表が招集し、毎年１回開催する。役員会においては次の事項を審議する。ただし、必要がある

場合は臨時役員会を招集する。 

（１）会則の変更 

（２）前年度事業報告および決算報告 

（３）新年度事業計画および予算 

（４）その他、代表が必要と認める事項 

役員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。 

（会計）第９条  本会は、会員の年会費によって運営する。会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとし、毎年６月末ま

でに役員会を行い、前年度の事業報告、収支報告を行うものとする。 

（事務局）第１０条 本会の事務局は（財）都市農山漁村交流活性化機構事務所内に設置し、事務局業務全般を行うものとする。 

（施行）  第１１条 本会則は平成１８年９月１日より施行する。

 


